
Export Administration Regulations                                                     2022.09.15 

再輸出許可の要否の確認手順 ステップ１ ＥＡＲの対象となるか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

再輸出しようとする品目は、次の(1)～(3)に該当するか？ 
(1)米国原産品である。 
(2)米国原産品目を組み込んでいる。 
(3)米国原産の技術又はソフトウェアの直接製品である。 

ステップ１ ＥＡＲの対象となるか？ 

Subject to the EAR? 

再輸出しようとする品目は、米国政府の他の省又は機関の管轄か？ 
【参照】⇒ §734.3(b)(1) 

再輸出しようとする品目は、EAR で定める録音済レコード、 
印刷された本、パンフレット及び種々の出版物から構成されるか？ 
【参照】⇒ §734.3(b)(2) 

再輸出しようとする技術又はソフトウェアは、 
一般に入手可能であるか（暗号品目を除く）？ 
【参照】⇒ §734.3(b)(3) 

再輸出しようとする品目は、米国原産のものか？ 
【参照】⇒ §734.3(a)(2) 

再輸出品目は、EAR§734.4 若しくは§734Supp.No.2 で定める 
de minimis 限度(注)を超える米国原産の規制品目を内蔵しているか、 
又は de minimis が適用できないものであるか？ 

【参照】⇒ §734.3(a)(3) 
⇒ EAR デミニミス組込比率自動計算表(貨物) 
 (貨物)     (ソフトウェア)     (技術)  

再輸出品目は、EAR§736.2(b)(3)で定める米国原産の技術又はソフト

ウェアの直接製品であって、仕向地がカントリーグループﾟ D:1、E:1、

又は E:2 国であるか? 

0A919 a.3（米国原産の"600 シリーズ"の技術又はソフトウェアの直接

製品）については、カントリーグループ D:1、D:3、D:4、D:5、E：1、

又は E:2 国であるか？ 

【参照】⇒§734.3(a)(4)及び(a)(5) ／ カントリーグループ 

EAR の規制対象 EAR の規制対象外 

はい 

はい 

いいえ

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

はい 

はい 

ステップ２へ 

はい 

いいえ 

注：de minimis 限度 
カントリーグループ E：1国（イラ

ン、北朝鮮、シリア）E:2 国（キュ

ーバ）については 10% 

それ以外の国については、25% 

http://www009.web.fc2.com/EAR_J/J734.pdf#734.3b1
http://www009.web.fc2.com/EAR_J/J734.pdf#734.3b2
http://www009.web.fc2.com/EAR_J/J734.pdf#734.3b3
http://www009.web.fc2.com/EAR_J/J734.pdf#734.3
http://www009.web.fc2.com/EAR_J/J734.pdf#734.3
http://www009.web.fc2.com/EAR_J/J734.pdf#734.3
http://www009.web.fc2.com/EAR_J/CG.pdf
http://www009.web.fc2.com/EAR_J/J736.pdf#736.2b3
http://www009.web.fc2.com/EAR_J/J734.pdf#734.4
http://www009.web.fc2.com/EAR_J/J734.pdf#734.s2
http://www009.web.fc2.com/EAR_G/Deminimis_C.xls
http://www009.web.fc2.com/EAR_G/Deminimis_S.xls
http://www009.web.fc2.com/EAR_G/Deminimis_T.xls
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再輸出許可の要否の確認手順 ステップ２ 再輸出許可が必要か？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ１で、EAR の規制対象とされた貨物・ソフトウェア・技術 

ステップ２ 再輸出許可が必要か？ 

Export Control  Decision Tree 

品目は規制品目表(CCL)の ECCNに番号分類されますか？ 
(一般禁止事項 1,2,及び3) 
【参照】⇒ 規制リストの分類番号別索引 

EAR99 

カントリーチャートの仕向地と上記列記号とのマトリックスに 
１つでも「×」印があるか? 

【参照】⇒ カントリーチャート  EAR 該非判定ツール 

Yes No 

YesNo 

Yes No 

輸出許可の要否を確認 

許可例外の適用可否を確認 

ECCN 
品目の ECCN の規制理由欄に記載の Country Chart 列記号 
（例：NS Column1）を確認 

輸出許可申請書を提出 

【参照】 

⇒ §748 

許可例外を適用し出荷 
【参照】 
⇒ §740.1 
⇒ §732.5(a)(1) 

許可不要(NLR) 
【参照】 
⇒ §732.5(a)(4)  
⇒ §758.1(g)(3) 

No Yes

品目の ECCN の許可例外の欄を参照し、当該品目が LVS、GBS、
CIV、TSR が適用可能か?可能としたらその適用条件を確認す
る。更に§740 を参照し、TMP、APR、TSU、ENC 等の許可例外
が適用可能かを確認する。 

【参照】 
⇒ §740 
⇒ 適用可能なLicense Exception 
⇒ 暗号品目に適用可能な許可例外一覧表 

No 

GP（一般禁止事項）4～10
が適用されますか？ 
【参照】 
⇒ §736.2(b) (4)～(10) 
【様式】EAR対象品目取引 
管理チェックシート 
を使用して確認する。 

GP（一般禁止事項）4～10
が適用されますか？ 
【参照】 
⇒ §736.2(b) (4)～(10) 
【様式】EAR対象品目取引
管理チェックシート 
を使用して確認する。 

GP（一般禁止事項）4～10
が適用されますか？ 
【参照】 
⇒ §736.2(b) (4)～(10) 
【様式】EAR対象品目取引
管理チェックシート 
を使用して確認する。 

Yes

http://www009.web.fc2.com/EAR_J/J736.pdf#736.2b4
http://www009.web.fc2.com/EAR_index.htm
http://www009.web.fc2.com/EAR_J/ccc.pdf
http://www009.web.fc2.com/EAR_J/J740.pdf
http://www009.web.fc2.com/EAR_J/J748.pdf
http://www009.web.fc2.com/EAR_J/J740.pdf#740.1
http://www009.web.fc2.com/EAR_J/J732.pdf#732.5
http://www009.web.fc2.com/EAR_J/J732.pdf#732.5
http://www009.web.fc2.com/EAR_J/J758.pdf#758.1g3
http://www009.web.fc2.com/EAR_J/LE.pdf
http://www009.web.fc2.com/EAR_J/Angou_LE.pdf
http://www009.web.fc2.com/EAR_J/J736.pdf#736.2b4
http://www009.web.fc2.com/EAR_J/J736.pdf#736.2b4
http://www009.web.fc2.com/index_form_EU.htm
http://www009.web.fc2.com/index_form_EU.htm
http://www009.web.fc2.com//index_form_EU.htm
http://www009.web.fc2.com/index_form_EU.htm
http://www009.web.fc2.com/index_form_EU.htm
http://www009.web.fc2.com/index_form_EU.htm
http://www009.web.fc2.com/EAR_G/Determination.xls



